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岩手県東日本大震災津波復興委員会 

第３回女性参画推進専門委員会 

 

 

（開催日時）平成27年７月10日（金）13：30～15：30 

（開催場所）岩手県水産会館 ５階 大会議室 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

 （１）復興に係る男女共同参画の取組について 

 （２）「いわて復興レポート2015（案）」について 

 （３）「岩手県人口ビジョン（仮称）（素案）」について 

 （４）「岩手県ふるさと振興総合戦略（仮称）（骨子案）」について 

 （５）三陸復興・振興方策調査について 

 （６）平成27年度における取組について 

３ その他 

４ 閉 会 

 

  委員 

   兼田昭子 髙橋弘美 佐賀敏子 菅原悦子 瀬川愛子 長野えり子 平賀圭子 

   福田禮子 村松文代 盛合敏子 山屋理恵 両川いずみ 

 

１ 開 会 

○菊池復興局復興推進課推進協働担当課長 それでは、定刻前ですけれども、委員皆様お

揃いですので、ただいまから岩手県東日本大震災津波復興委員会第３回女性参画推進専

門委員会を開催いたします。 

  初めに、委員の皆様の出席状況についてご報告いたします。本日は委員13名中12名の

ご出席をいただいており、岩手県東日本大震災津波復興委員会専門委員会運営要領第４

第２項の規定により会議が成立していることをご報告いたします。 

  続きまして、新任委員をご紹介いたします。 

  恐れ入りますが、お名前を呼ばれた方はその場でご起立をお願いいたします。ＪＡ岩

手県女性組織協議会会長、髙橋弘美様です。 

○髙橋弘美委員 髙橋です。よろしくお願いいたします。 

○菊池復興局復興推進課推進協働担当課長 また、本日は復興庁からのご出席をいただい

ておりますので、ご紹介いたします。 

  復興庁男女共同参画班、石原主査でございます。 

○石原復興庁男女共同参画班主査 石原でございます。よろしくお願いいたします。 

○菊池復興局復興推進課推進協働担当課長 同じく山田政策調査官でございます。 

○山田復興庁男女共同参画班政策調査官 山田でございます。よろしくお願いいたします。 

○菊池復興局復興推進課推進協働担当課長 それでは、委員会に先立ちまして、岩手県復
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興局副局長よりご挨拶をさせていただきます。 

○大友復興局副局長 復興局副局長の大友でございます。中村局長が所用により出席でき

かねましたので、私からご挨拶をさせていただきます。 

  委員の皆様には、大変お忙しい中、またお暑い中ご出席をいただきまして、大変あり

がとうございます。 

  本委員会は、女性の意見を幅広く取り入れながら復興を推進していくため、昨年度設

置したものでございます。被災地では、被災者支援を行っています支援員や生活相談員

の方々は大半が女性の方でございますし、復興需要もあって人手不足が深刻という状況

下、水産加工業をはじめいろいろな職種で女性の方々が就労されておりまして、復興を

支える女性の力が非常に大きいということを感じております。 

  こうしたことから、今後において復興に邁進するに当たり、女性の方々のご意見やお

考えをしっかりとお伺いしながら各種施策に反映していくよう、全庁を挙げて行って参

りますとともに、次世代を担う若者、女性をはじめとした地域住民が復興に参画し、活

躍できる地域づくりに取り組んで参りたいと考えております。 

  本日でございますけれども、皆様のお手元に１枚物の資料をお配りしてございます。

平成28年度以降５年間の復興事業についてという資料でございます。３月に安倍総理か

らの指示を受けまして、国において平成28年度以降５年間の復興支援の枠組みが検討さ

れてきたところでございますけれども、県としましてはまだまだ復興が道半ばであり、

市町村や他県とも連携しながら被災地の実情を訴え、これまでどおりの特例的な財政支

援措置の継続を強く要望して参りました。その間の国とのやりとり、変化などにつきま

しては、マスコミにも多く取り上げられ、被災地の皆様、県民の皆様からもいろいろと

ご心配をいただいたところでございます。 

  この資料に復興フレームの表がございます。６月24日に国の復興支援の枠組みが決定

されました。復興財源フレームですけれども、平成28年度以降５年間の復興事業費を6.5

兆円程度と見込んでおりまして、その財源として最大3.2兆円程度を確保するとされて

おります。本県では、国により措置される財源につきましては約1.6兆円と見込んでお

りましたが、今回示された復興財源フレームにおいて、ほぼその全額が国費対象額とし

て措置されております。 

  「②」といたしまして、国による復興事業の整備と書かれておりますけれども、復興

推進の基本的な考え方が示されておりまして、下の表のとおり28年度以降の復興事業が

全額国費、自治体負担ありと、それから一般会計へ移す事業という３つの部分に整理さ

れております。災害復旧、インフラ整備、まちづくり、心のケアなど主要な復興事業に

つきましては、ほぼ全てが引き続き復興特別会計で実施できることとされているところ

でございます。 

  裏面をごらん下さい。地方負担拡大に伴う影響でございますけれども、新たに生じる

地方負担額ですが、現時点では約90億円、県分が73億円、市町村分が約16億円と見込ん

でいるところでございます。その内訳につきましては、この表に書いているとおりのと

ころでございます。 

  地方負担拡大への対応でございますが、今のところ財政への大きな影響は回避できる

見込みでございまして、復興を遅らせることのないようしっかりと対応していくことと
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しております。 

  また、平成28年度以降は一般会計等で対応する事業、あるいは27年度までで終了とさ

れている事業については、国に被災地の実情を丁寧に説明しまして、必要な予算確保に

取り組むこととしております。県といたしましては、市町村、国と連携しながら復興を

遅らせることのないよう、復興に邁進してまいりますので、引き続き委員の皆様のご支

援、ご協力のほどお願いいたします。 

  本日は、復興レポートについてご説明申し上げますとともに、今年度の本委員会の進

め方等につきましてもご相談をさせていただきたいと考えておりますので、委員の皆様

からの忌憚のないご意見を頂戴できればということをお願い申し上げまして、冒頭の挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

２ 議 事 

 （１）復興に係る男女共同参画の取組について 

 （２）「いわて復興レポート2015（案）」について 

 （３）「岩手県人口ビジョン（仮称）（素案）」について 

 （４）「岩手県ふるさと振興総合戦略（仮称）（骨子案）」について 

 （５）三陸復興・振興方策調査について 

 （６）平成27年度における取組について 

○菊池復興局復興推進課推進協働担当課長 それでは、ここからの委員会の運営は、運営

要領の規定により委員長が議長となることとなっておりますので、菅原委員長、よろし

くお願いいたします。 

○菅原悦子委員長 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

  本日は、次第をご覧いただければと思いますが、（１）から（６）というところで、い

ろいろな内容について委員の皆さんからご意見を伺いたいということがあると伺って

おりますので、順番に進めて参りたいと思います。終了時間は３時半を目指しておりま

すので、どうぞ進行にご協力をお願いいたします。 

  それでは最初に、復興に係る男女共同参画の取組についてということでご説明をよろ

しくお願いいたします。 

○石原復興庁男女共同参画班主査 復興庁の石原と申します。よろしくお願いいたします。 

  お手元の資料１―１につきまして、復興庁男女共同参画班の取組ということで、復興

に係る男女共同参画についてご紹介させていただきたいと思います。 

  表紙をめくっていただきまして、まず復興庁男女共同参画班の概要ということで、復

興庁男女共同参画班の法的、もしくは政策的位置づけについて簡単にご紹介をさせてい

ただきます。復興庁男女共同参画班につきましては、東日本大震災復興基本法というも

のがございます。その中に、アンダーラインの引いてあるところですけれども、基本理

念の第２条のところで、女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映され

るべきことということで、復興の場面において常にこういう意見が反映されるような形

で参画をするということが求められているということでございます。 

  それから、東日本大震災からの復興基本方針ということで、基本法に基づいて方針が

策定されておりますが、この中で復興庁男女共同参画班の位置づけが書かれております。  
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まず１番目に、基本的考え方というところで、男女共同参画の観点から、復興のあら

ゆる場・組織に、女性の参画を促進する。 

  それから、その下、７の復興支援の体制等というところで、東日本大震災復興対策本

部、これは今の復興庁の前身の組織でございます。それから、現地対策本部の事務局に、

復興過程における男女共同参画を推進する体制を設けるものとすると書かれています

が、この推進する体制として復興庁男女共同参画班が設置されております。 

  次のページでございます。活動内容でございます。今、復興庁男女共同参画班は何を

やっているかということでございますが、主に２つございます。１つ目は、男女共同参

画の視点を持って行われている東日本大震災に係る復興活動に関する事例の収集・取り

まとめ・公表ということで、具体的には男女共同参画の視点からの復興ということで、

参考事例集というものを作って公表をさせていただいております。 

  これは実際に我々、共同参画班のスタッフが現地に赴きまして取材をし、それを取り

まとめ、公表をさせていただいているもので、平成24年11月に第１版が出てから、現在

まで第８版まで改訂を重ねております。 

  それから、２つ目でございます。東日本大震災に係る復興活動への男女共同参画の視

点の浸透ということで、これももう少しかみ砕いて申し上げますと、復興活動、あるい

は復興を支援する活動において男女共同参画の視点を持つということの必要性をご理

解いただくような活動をさせていただいております。 

  次のページでございます。先ほど申し上げました事例の収集、取りまとめ、公表とい

うことで、これをもう少し詳しくお話をさせていただければと思いますが、先ほど申し

上げました平成24年11月から、女性が中心となって行われている取組、あるいは取組を

行っている女性を支援する取組というような、東日本大震災に関係します復興活動の事

例を集めておりまして、現地に実際に足を運んで取材をしております。 

  27年３月末時点で第８版が取りまとめられておりまして、全部で81事例ございます。

まちづくり、健康づくり、仕事づくりなどなど、６つの分野に事例を分類いたしまして、

それぞれ本にして公表をさせていただいております。もちろん今も現地では事例を収集

中でございます。恐らくですが、今年度中には100近くまでいくのではないかと思って

おります。 

  事例につきましては、非常に分厚い、160ページぐらいの資料になってしまいますので、

お手元にはお配りしておりませんが、ホームページ等で公表をしております。それから

また、ご入り用ということであれば、お声かけをいただければ、こちらからご用意させ

ていただくことも可能でございますが、今現在は81事例を載せているところでございま

す。この女性参画推進専門委員会につきましても、委員会の前身の意見交換会のときか

ら事例として取り上げさせていただいております。 

  それから、続きまして復興活動への男女共同参画の視点の浸透ということで、先ほど

も申し上げましたように、復興にも男女共同参画の視点を持ちながら活動をしていくこ

との必要性ということをご理解いただくという活動をしております。 

  具体的には、パネルディスカッション、もしくはシンポジウムを開催する、ワークシ

ョップを開催する、それから研修会等での講師、ポスターを作ったりしながら、そうい

ったものの展示ですね、こういったものをやらせていただいておりますが、基本的には
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被災地の自治体の方々にどういったニーズがあるのか、もしくは課題があるのか、そう

いうのを伺った上で、それらのニーズに応じた形で、この中からできることを我々が選

ばせていただくというのが今の基本の形になっております。 

  それから、この復興活動につきましては、岩手県さんとは昨年、その前からずっと一

緒にやらせていただいておりまして、実は私は昨年の８月に今のこのポジションにつき

まして、着任早々一関市でワークショップをやらせていただいたり、大槌町でワークシ

ョップをやらせていただきました。それから、今年の６月14日には、いわて男女共同参

画フェスティバルの中で分科会を１つ持たせていただきまして、ボランティアと男女共

同参画という、ちょっと今まで余り取り上げられたことのないテーマでパネルディスカ

ッションを開催させていただいております。 

  それから、岩手県だけではなく、ほかの県でも活動させていただいておりまして、福

島県では昨年の12月にパネルディスカッションをやらせていただいておりますし、宮城

県では、亘理町というところでは、町のにぎわいをつくるにはどうしたらいいのかとい

うテーマでワークショップを開催させていただき、男女共同参画の視点をどう持ってい

くかということも含めてやらせていただいています。 

  こういった活動を通じて、我々復興庁男女共同参画班としては復興における男女共同

参画の視点の必要性を理解していただきつつ、復興を前に進めるというところに貢献し

ていければと思っているところでございます。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

  続いて、資料１―２について説明をお願いします。 

○千葉環境生活部若者女性協働推進室長 環境生活部の若者女性協働推進室の千葉と申し

ます。 

  資料１―２をご覧いただきたいと思います。復興に係る県の男女共同参画関連施策で

ございます。１の施策の方向でございますけれども、重視する視点として参画というこ

とを捉えまして、若者と女性を初めとした地域住民の幅広い参画により復興の取組を推

進するということで、先ほど石原主査からのお話にありましたように、復興庁男女共同

参画班、内閣府、それから市町村の方々と連携しながら施策を進めているところでござ

います。 

  次に、２の平成27年度の主な男女共同参画関連施策でございます。これにつきまして

は、昨年度の会議でもお話ししましたけれども、平成26年５月に設立したいわて女性の

活躍促進連携会議において、経済団体及び産業団体と連携して事業を実施しているとこ

ろでございます。今までは、女性団体の連合会のような活動だったわけでございますけ

れども、今度は産業団体、経済団体と連携しながら、働く場での男女共同参画を進めい

くことが必要だというような見地から、この団体を設立して事業を進めているものでご

ざいます。事業の内容につきましては、時間の関係で省略させていただきます。 

  次に、今年度の特記事項といたしまして、いわて男女共同参画プランの見直し作業を

行う予定としております。この計画は、岩手県男女共同参画推進条例第９条に基づく計

画でございまして、平成23年３月に策定したものでございます。計画期間は10年でござ

いますので、今年度が中間に当たるということで、主要指標の目標値の見直しを行う予

定だったのでございますが、平成23年に策定したときは東日本大震災津波の発災前でご
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ざいましたので、震災からの復興に係る女性参画という視点や、それから国では現在国

会で審議中でございます女性の活躍推進法案など社会情勢の変化が見られるというこ

とで、指標の見直しのみならずプランの見直しを行うという予定にしてございます。 

  現在岩手県の男女共同参画審議会で審議していただいているところでございますけれ

ども、改訂のイメージといたしまして、ちょっとページをおめくりいただきまして、別

紙１というのがございます。この中で、現行は、左の部分でございますが、改訂後の骨

子案といたしましては、復興・防災における男女共同参画の部分を新規で入れ込むとい

うことと、あとは女性の活躍促進というものを特出しで記載して、計画を策定していき

たいと考えているところでございます。 

  それから、次のページをお開きいただきたいと思いますけれども、現在国では第４次

男女共同参画基本計画の策定を検討してございます。国の計画等もいろいろ参考にしな

がら、今年度末までにいわて男女共同参画プランの見直しを行っていきたいと考えてい

るところでございます。 

  それでは、ページを戻っていただきまして、２ページ目をお開きいただきたいと思い

ます。次の（３）普及啓発事業と（４）人材育成事業でございます。先ほど石原主査か

らもございましたけれども、県の事業で男女共同参画フェスティバルにおいて、復興庁

のご協力をいただきながら分科会を実施したとか、それから普及啓発事業を行っている

とか、復興庁の事例収集への協力を行ってきたというものでございます。 

  （４）の人材育成には、男女共同参画サポーター養成講座がございます。９月４日実

施予定なのですけれども、これも復興庁さんのご協力を得ながら、男女共同参画の視点

を持ったリーダーの育成について取り組んでいきたいと考えているところでございま

す。 

  最後に、相談事業につきましてちょっとお話させていただきたいと思います。これは、

平賀委員さんや、山屋委員さんがお詳しい内容でございますけれども、すみません５ペ

ージをちょっとお開きいただきたいと思います。参考資料でございます。この４をお開

きいただきたいと思います。東日本大震災津波における女性の悩み・暴力相談事業とい

うことですが、これは３月の被災を受け、もう５月10日から、参画プランニングさんの

ご尽力により内閣府の事業として、岩手が被災３県では、一番最初に実施したものでご

ざいます。その後、宮城県とか福島県へと広がっていったものでございます。 

  それから、参画プランニングさんでは、今年度で終わりましたけれども、買い物代行

をはじめ、いろいろと事業をやっていただきました。 

  これが実は、相談件数が23年度から25年度まで1千超ですが、平成26年度は約400件に

なっっております。相談のやり方が大分変わってきて、前は電話相談も行っていたので

すが、平成26年度は電話相談ではなくて面接のみになったということで、このように減

ったということになってございます。なぜ面接相談にしたかといいますと、復興庁では、

よりそいホットラインで電話での相談は行っているので、個別相談に重点を置いたほう

がいいというような見地から面接相談にしたということでございます。 

  しかも、今年度、実はこの事業も終わりになる予定であるというようなことです。ま

た２ページに戻っていただきますと、今は実は全国団体で、シェルターネットとか、全

国からの応援の方にやっていただいているのですけれども、せっかく相談のスキルが定
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着し、そのノウハウを地元に引き継ぐために、（４）の内閣府地方行政相談機能回復研

修を、２回ほど沿岸地区で相談業務に当たる方を対象に開催する予定としてございます。 

  いずれ皆様方からのご意見、ご検討をいただければ幸いと存じます。よろしくお願い

申し上げます。ありがとうございました。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

  それでは、資料１―１並びに資料１―２、国の復興庁の取組と、それから県の今後の

取組、プランの見直しについてご説明いただきましたけれども、皆さんからご質問やご

意見はございませんでしょうか。 

○長野えり子委員 県歯科医師会の長野と申します。 

県の参画関連施策について、ただいまはとても丁寧に説明していただいたのですけれ

ども、東日本大震災被災地における女性の悩み・暴力相談事業が平成23年度に比べて、

最初は1,027件だったものが、どうして407件で３分の１になったのだろうなと、それを

まずお聞きしようと思って今日参りました。すごく丁寧にご説明をいただきましてあり

がとうございました。 

  でも、今の説明はよくわかりましたけれども、この事業が縮小して、面接方法に変わ

るという方向ですが、これだけ、1,000人ほどの方々からの相談が続いているというの

は、やっぱり潜在的な女性の悩みというのはあるのだと思うのです。だから、事業を縮

小する、また新しい事業を立ち上げていくのであれば、今までやってきたことをうまく

つないで、悩みがそのまま埋もれてしまわないような、そういうソフトな心のケアをし

っかりしていただきたいなと思いました。説明はすごくよくわかりました。 

  それから、件数もどんどん減っている状況もありますので、この点をどうぞよろしく

お願いします。 

○菅原悦子委員長 何かありますか、回答は。 

○千葉環境生活部若者女性協働推進室長 市町村の相談業務のノウハウはかなり残ってお

りまして、そういう方を育てていきたいと思いますし、あとは振興局で相談業務があり

ますので、それらと連携しながら、あとはホットラインとも連携させていただきながら、

引き続き、急にやめるということではなくて、女性の悩み相談にしっかり対応していき

たいと考えております。 

○菅原悦子委員長 では、お願いします。 

○福田禮子委員 栄養士会ですけれども、県からの助成いただきまして、沿岸の食習慣の

指導や、料理教室のようなものを立ち上げてやっております。その場で料理講習が終わ

ってから、個別の健康についてとか、何かそういう悩み事ありませんかということで相

談の時間を設けるのですけれども、最初のころよりもとにかく時間を長く話し込みたい

という人たちがすごく増えてきています。これは一人ひとりに聞いてみますと、夜眠れ

ないとか、隣に住んでいた人がいなくなって、私は取り残されてしまったとか、そうい

う悩みがすごく多くなってきていると思いますので、この辺のところは縮小しないでむ

しろ続けていかなければならない、一人ひとりの悩みもちょっと聞いてあげなければい

けないかなと感じてきました。 

  みなし仮設、県南や本線沿いに住んでいる人たちにも料理講習や栄養相談をやってい

ますけれども、全然中身が違っているというか、考え方そのものも違っているのです。
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こちらに引っ越ししてきた人たちは、もう帰るつもりはなくて、この辺に家を建ててこ

っちで住もうという人たちですし、沿岸に残っている人たちは、何とかして地元に残っ

て生活をしたいという人たちなのですけれども、どういう形で、どうしたらいいかとい

う精神的な悩みというのを抱えておりますし、食生活でも、食べ過ぎてしまったり、全

然食事が取れない、胃を悪くしたという人もいますし、これはもう少しこれからも続け

ていかなければならないことだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原悦子委員長 平賀さんはどうですか。相談事業についての話ですが。 

○平賀圭子委員 相談事業をずっと最初から参画プランニング・いわてでやらせていただ

いて、予算がどんどん縮小されていく中で、結局続けていくことができなくなっていっ

たというのが結果です。それで、ご説明のように確かに支援員とか、相談の場所は増え

てきましたけれども、復興にかかわる、震災にかかわる相談というのは、やっぱりちょ

っと特殊な相談が多いから、今お話しありましたように、そこで地元で取り残されてし

まっている人たちは非常に悩みが深いというのは常々感じておりました。 

  ところが、盛岡でこれを受けておりましても、現地で面接相談という条件がつけられ

てしまっているために、現地まで出かけていかなければいけないと。そうすると、ほか

のキャンプもありますので、非常に難しいというようなこともあって、件数がどんどん

減っていって、緊急の人にしか対応できていないというのが現状で、この407件。でも、

この407件というのは、非常に深刻な件数。ですから、この周辺にはたくさんのもっと

悩みがある人たちが取り残されているのではないかというふうには感じておりますの

で、何とかしなくてはいけないということです。よろしくお願いします。 

○長野えり子委員 続きなのですけれども、いいでしょうか。済みません。 

  この広報の実施というところで、県のホームページを見せていただくと、女性の悩み

に相談しますとホームページに出てくるのですけれども、実際に悩んでいる方がどこに、

どの窓口に行ったらいいかとか、そのことが多分全く伝わっていないのかなと思うので

す。そういうきめ細かな広報の仕方というのは大事ではないかなと思います。 

○菅原悦子委員長 あとは皆さんいかがでしょうか。かなり相談のところについて、丁寧

に説明なさったということは、そこに問題があると認識しつつも、多くの委員の方から

は、やはりこの事業、ますます今後重要になってくるのではないかというようなご意見

が多かったと思います。ぜひ前向きに、どういうことが可能なのかはよく分かりません

けれども、新しい事業で何か研修会をやって、現地の方たちにスキルアップをしてもら

って、その方たちが相談に乗るような仕組みをつくっていくということを考えていらっ

しゃるということですよね。その辺も踏まえながら、充実というか、できる範囲でぜひ

継続なり充実なりしていただくことを考えていただければと思います。 

  それでは、済みませんが、次に移らせてもらってよろしいでしょうか。 

  それでは、いわて復興レポート2015についてお願いいたします。 

○石川復興推進課総括課長 それでは、いわて復興レポート（案）についてご説明申し上

げたいと思います。 

  今回の復興レポートは、第２期本格復興期間、３年間のうち初年度の平成26年度の取

組を検証し、取りまとめたものでございます。資料２―１は概要版、２―２の厚いほう

が本体です。 
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  この厚いほうの復興レポートの１ページをご覧ください。このページは、本書の構成

を説明したものですが、復興レポートは「第１章 概況」、「第２章 分野別の実績、課

題及び今後の方向性」、「第３章 三陸創造プロジェクト」、「第４章 各種指標の状況」

の４部構成になっております。昨年度の復興レポートと比べますと、「第３章 三陸創

造プロジェクト」を新たに設けました。それから、昨年度は、様々な指標をを別冊の「資

料編」として作成しましたが、今年度は整理の上、第４章としてまとめました。この２

点について構成を変更しております。 

  次に、この下の表ですが、復興計画について事業進捗、それから客観指標、県民意識

といった多面的な進行管理を行うための６つのツールについて解説しております。いわ

て復興レポートは、この６つのツールから得られる様々なデータ、これを取りまとめま

して、復興の進み具合を総合的に検証するとともに、課題となっております事項を整理

しまして、次の取組につなげていくことを目的として作成しているものでございます。 

  また、今回の復興レポートにおきましても、それぞれの分野ごとにトピックスとして

平成26年度中の取組を紹介しております。恐れ入りますが、21ページをごらんいただき

たいと存じます。こちらではトピックスとして女性参画推進専門委員会の設置・運営と

いうことで、「参画」と「つながり」女性の視点を幅広く反映ということを昨年度の取

組ということで載せているところでございます。 

  それでは、ここからは、資料２―１でご説明させていただきます。まず、１ページで

すが、このページは復興全体をまとめたページになっております。一番上に「作成の目

的」、その下に「平成26年度の実績と課題」、その下に「実績」を記載しておりまして、

その右側にアンダーラインを引いているところがございます。実績といたしましては、

「復興事業はおおむね計画どおり進んでいる。また、遅れていると感じる県民は、復興

が進んでいると感じる県民を上回っているものの、その差は縮小している。」とまとめ

ております。 

  具体的には、その下の表に、３つの原則、「安全の確保」、「暮らしの再建」、「なりわい

の再生」について、主に県が昨年度実施した事業を記載しております。 

  この表の下、事業進捗ですが、円グラフに記載のとおり県の復興関係の事業につきま

しては、全体の７割が目標の95％以上達成してございまして、概ね計画どおり進んでお

ります。一方で目標の95％未満にとどまった事業がございます。その中でも実質的に遅

れている事業も57指標、16.7％という形になっております。 

  続きまして、２ページ目をご覧ください。２ページでは、主要指標、各種調査結果を

掲載しておりますが、一番上の「復興インデックス」。これは、被災地における人口で

すとか、あるいは経済動向などの統計データ31項目の動きをまとめたものでございます。

例えば沿岸地区の有効求人倍率、平成26年３月から１倍台が続いておりますが、災害公

営住宅の整備戸数は本年３月末現在で1,525戸と、計画全体の26％でございます。また、

完成した宅地の区画数は2,012区画ということで、計画全体の12％、また産地魚市場の

水揚げ量は11万5,247トンということで、震災前の３年間の平均、これと比べますと77％

という状況にございます。 

  その下、「被災事業所復興状況調査」。これは、各被災事業所の復興状況につきまして、

本年２月に調査したものでございますが、被災事業所のうち業績が震災前と同じ程度か
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上回っていると回答したところは、全体として46％となっております。また、建設業の

関係が82％であるのに対して水産加工業は28％、約３割というような形で、業種間のば

らつきが出ております。 

  続きまして、「県民の復興に関する意識調査」。これは毎年１回、１月から２月にかけ

て全県を対象に5,000人規模で行っているアンケート調査でございます。幾つかグラフ

がございますが、右側のグラフ、居住する市町村の復旧・復興の実感で見ますと、今年

時点で遅れているという回答は、沿岸全体としては減少してございますが、沿岸北部で

は20.8％、沿岸南部は55.6％という形になっております。 

  続きまして、「復興ウォッチャー調査」。これは沿岸地区にお住まいの153件の方にお願

いいたしまして、同じ方に継続して調査を行っているものでございます。地域の復興の

進みぐあい、目につく事項などをご回答いただいたものでございますが、被災者の生活、

あるいは地域経済の回復度、安全なまちづくりなどの達成度は、いずれも少しずつ上昇

しているという形になっております。 

  ３ページ目をごらんいただきたいと存じます。一番上に「県民の復興に対する実感」

を記載しております。中身につきましては、１ページ目の実績の記載と重なりますので、

説明は省略させていただきます。 

  その下の「課題解決に向けた取組」。ここでは本格復興を進める上での課題といたしま

して、人材、財源、事業用地の確保という３つの課題を示すとともに、課題解決に向け

た取組実績を記載しているところでございます。 

  また、表が２つございますが、下の表でございます。ここでは人材、財源、事業用地

の確保に加えまして、「応急仮設住宅での厳しい生活の長期化に伴う被災者の心と体の

健康問題への対応」、「災害公営住宅や高台団地などにおけるコミュニティづくり」とい

った被災者に寄り添った生活の再建といった方針が一つ加えられております。 

  また、人材確保や商業施設の整備支援、にぎわいの創出といった産業再生・振興とい

った課題についてもしっかり取り組むべく取組方針を加えたところでございます。 

  さらに、その下でございますが、「安全、暮らし、なりわいの複合的課題に向け、しっ

かりとした復興をなし遂げるための施策について調査検討を行う」旨記載してございま

すが、これは後ほど説明させていただきます三陸復興・振興方策調査を復興レポートに

おいて位置づけさせていただいたものでございます。 

  最後のページをご覧ください。「今後の方向性」ということで、安全、暮らし、なりわ

いの３つの原則に基づく主な取組を列記しております。また、５つの三陸創造プロジェ

クトにつきましては、それぞれのプロジェクトに基づく主な取組として、例えば１つ目

のさんりく産業振興プロジェクトでは、水産物の高度衛生品質管理地域づくりに取り組

む市町村への支援、あるいは水産加工業へのカイゼンの導入支援などを行っていくと。 

  あるいは、３つ目の東日本大震災津波伝承まちづくりプロジェクトでは、陸前高田市

に整備する復興祈念公園に係る基本設計への着手、公園整備の検討、あるいは復興を担

う次世代の人材育成として、復興教育副読本を活用した学習、あるいは共助の精神を養

う訓練、学習の推進、こうした取組を掲げておりまして、現在進めているところでござ

います。 

  以上が復興レポート（案）の概要でございます。この復興レポートでございますが、
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昨日開きました総合企画専門委員会、本日の女性参画推進専門委員会、来週14日に行い

ます復興委員会における委員の皆様からの意見を踏まえまして、原案づくりを進めてい

きたいと考えております。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

  それでは、このいわて復興レポート2015について、委員の皆さんからご意見やご質問

をお願いします。 

○両川いずみ委員 こういう会議が始まったころに、柱として人間復興の話をちらっとし

たと思うのですけれども、ここに取り入れるのは難しいということの回答をいただいて

いました。これを見ていて、子供たちの成長、発育、心の状況が、果たして震災が影響

しているのか、そうではないのかという難しいところがあるかもしれないけれども、初

めのストレスがどのくらいあって、それがこういった心のケアをしながら、それが少し

ずつ回復してきた結果をどこかに見られるところがあればいいなと感じるのですが、大

事な復興の基礎だと思いますし、子どもが育たないとまちがそのまま疲弊すると思いま

すので、その辺はいかがでしょうか。 

○小川保健福祉企画室企画課長 今子供の発育というか、心の成長のお話いただきました。 

○両川いずみ委員 すみません、心だけではなくて体自体も、体力とか、肥満とか。 

○小川保健福祉企画室企画課長 体のほうで申し上げますと、肥満の子供が増えていると

いうような調査結果が一部あると伺っていますし、心のほうで申し上げますと、子供ケ

アセンターというのを設置して、各沿岸に巡回相談等、巡回診察をやっておりますけれ

ども、こちらの受診件数といいますか、昨年非常に多く増えてきているというような状

況がありますので、子供の心身の状況については心配な面はございます。 

  指数というお話をいただいたのですけれども、なかなか難しいので、どういうものが

あるのか、また把握できるのか、ちょっと検討させていただく必要があると思いますけ

れども、これらの取組というのは、引き続き中長期的にやらなければいけない問題だと

思っておりますので、心も体も引き続き県としても力を入れて取り組んでいきたいと思

っております。ご意見ありがとうございました。 

○菅原悦子委員長 よろしいですか。盛合さん、いかがですか。 

○盛合敏子委員 レポートでアンケートをとりました、お話を聞きましたということで、

被災地に住んでいると違うのだよなと、正直に思うことがいっぱいあるのです。こうや

って答えてくれる人たちはいいと思うし、聞かれたから、正直でないというか、こうな

ればいいなという思いも込めた回答とか、これが全てではないと思います。地域でお話

をお聞きすると、色々なことの状況を知ることがあります。だから、こうした調査では、

正直本当の部分というのが出てこないと私は思っています。 

  その例になるかどうか、今、高台に住宅や災害公営住宅が建ってきて、またそれぞれ

違った生活が始まるわけです。それを皆さん気持ちよくまとまっているのだろうなと思

っていると、そうでもないのです。いろんな問題が出ているお話を耳にしたりします。

本当の気持ちはどうなのかとの想いがあります。 

これから、正直言えば復興というのはどこまでが目指している復興なのかわからない

けれども、本当に地域全体、みんなで寄り添ってというか、みんなで助け合って、そう



 12 

いうのをつくっていくのがこれから求められるのではないのかなと。そうでないと、今

気持ちが本当にバラバラです。 

  親戚同士だから、親戚同士仲がいいのではないかと思う部分もあるけれども、それも

違って、今まで別に暮らしていたのが、高台への移転を行い、震災前とは違い、今度は

きちんと区画整理された状況の中で生活をするわけです。感情的な部分がつい口から出

たというようなお話も聞こえてきたりします。アンケートの結果が全てということには

ならないと私は思っています。 

○髙橋弘美委員 今の盛合委員さんの関連です。 

私も被災地出身で、現に友人も、それから親戚もいます。ちょうどこの年代というの

は、自治会長を頼まれると。そういう方々がつらい思いをしています。すごく仕事が多

いのです。俺たちが相談したくても、誰も聞いてくれないと。多分選ばれた場所に行っ

て視察をして、うまくいっている、いいというような、今盛合委員がおっしゃったよう

なことをデータに上げるのだと思うのですが、実際俺のところへは来ない、来なくて俺

たちが大変な思いをしているというのを現に友人から聞いていますので、どこの人と言

えば後で教えますけれども、そういったところにもきめ細かに、やっぱり足を運ぶべき

で、自治会長さんの負担が大きいとはお気づきでしょうけれども、友達がちょっと参っ

ているのを、今度行ったら私言ってやるからと言ったら、頼むと言われて、今でももち

ろん支援もしていますし、交流している関係で。私山田出身の宮古で育っていますので、

まさしく同級生も６人亡くなりました。そういうこともありますので、今残された同級

生が頑張っていることをちょっとお伝えしたくてお話ししました。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございます。 

○瀬川愛子委員 実は、６月に被災地でリーダー研修会をしました。それで、被災地の人

たちの生の声を聞く機会を得たわけですが、やはり沿岸に行ってみると、すごく肌で感

じるのは、安全の確保というところにつながるのかもしれませんが、子供たちが登校す

るにも下校するにも、ダンプが非常に多くて、安全がなかなか確保されないというよう

なお話を、現地の方々が生々しく話をしてくれました。子どもたちが通学のために大変

な思いをしているなということ、それから今いろいろなことが出てきましたけれども、

具体的にやはり本当の復興という、心の中まで復興にはなっていないのだなということ

をしみじみ感じてまいりました。 

  それで、本当に生々しい、高田の会員からも出ましたし、大船渡、山田、沿岸の全部

からそういう声が聞こえてまいりまして、私もこういう場に出ているので、そのことを

皆さんに伝え、そして言い続けていきたいなと思って、発言いたしました。子供の安全

のことも含めて、やはり大変な思いで過ごしているということを肌で感じてまいりまし

たので、一言申し上げたいと思います。 

○佐賀敏子委員 学校の児童を通して見える復興があります。私は山田町に４年間勤務

させていただき，昨年４月に盛岡に戻って参りましたが，いまだにその当時の子供たち

や地域の方と交流があることで、地域の状況を身近に知ることができております。その

ことから，子供たちの状況等もお知らせしたいと思っております。 

子供たちは，一生懸命に地域に元気を発信しようと頑張っています。例えば地域の伝

承活動やパレード、学校に仮設住宅の方をお呼びして様々な交流、復興工事現場を見学
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し、将来への復興の参加意欲を学校教育活動の中で最大限の努力をしています。子供た

ちは学校では非常に元気で活躍をしていますが、家庭の状況により、一旦家庭に戻ると

元気がなくなる場合もあります。今の問題は、仮設住宅から出ることができた家庭とそ

うでない家庭の格差でしょうか。山田町は、いまだに給食がなくお弁当ですので、私は

そのことも心が痛くなってしょうがないのですが、そのお弁当の時間での子供たちの会

話です。「きみは、うちが新しくなっていいよな」、「僕たちのランドセル、誰がくれた

んだろう。わからないね」、「私のお父さんは、津波の中に入ってランドセルをとってき

てくれた」、「私は親が買ってくれたんだよ」とか話していたことがあったと聞きました。 

  時々、子供がすごく落ち込むことがあります。その時は、お母さんも落ち込んでいる

ことが多いようです。県教委の計らいで震災当時から配置されているカウンセラーが１

～２週に１度、学校訪問をしてくれていますが，その日は、親子の相談でびっしりです。

例えば、母親が本当に悲しい状況に陥りそうな場合もありますので、学校から「お子さ

んのことで相談しましょう」と声をかけます。初めは子供のことを話しているのですが、

途中から自分のことになり、悩みを泣きながら話すという状況も見てきました。どこに

も行き場の無い悲しみだったり、就業ができない状況だったりとたくさんの悩みを抱え

ているのです。 

  先ほどは、安全のことについてのお話がありました。山田町は復興工事により、昨年

度からは１日にダンプカーが約５００台も通っています。交通安全に気をつけさせなけ

ればなりませんので、登校時刻から見守り活動が必要ですが、家屋がなくなっているも

のですから、そこに住んでいたはずの方々が見守り活動を行うとことがないのです。で

すから、防犯隊の方々や私が毎朝、安全指導を行っていました。このような、見えない

ところでの不自由さは、まだあると思っています。 

  また、年に１度「心とからだのアンケート」を実施しています。９月に実施している

わけですが、要支援になっている子供が増えていたり、深刻になってきた子供が固定化

してきたりしているということです。それも、人事交流の中で内陸から赴任する教職員

がそれを引き継ぎながら、今新しいステージで教育活動が進められているという状況が

あります。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

 まだまだ皆さん、いろいろ出てきそうなのですけれども、いいですか。 

○山屋理恵委員 佐賀先生の現地のお話が今あったのですけれども、ぜひこの指標の中に、

やっぱり心の復興のことを設けて欲しいと、皆さん委員の方たち、それが一番なのです。

それが見えるものが出てきていないので、小さい項目でもいいから立てていただきたい

なと思います。 

  今本当に大変な事態というのは、二極化です。生活だけでなく、心もです。４年、５

年たってきて、復興できたり、回復できたり、回復できた人たちはいいのだけれども、

できていない人たちは４年前とずっと同じなのです。その人たちをいかに拾って、きち

んと支援につなげたりできるかというところが必要だと思います。だけれども、予算が

どんどんなくなっていくことは、いつまでも復興予算がないことも私たちはよく分かっ

ているので、ぜひ今ある制度や仕組みにきちっとつなげると。４月からできた困窮者支

援法、その仕組みにつなぐ。この法律は「困難を抱えた人をもらさず共に地域をつくる」
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というのが最終的な目的ですから、そこにつなげて地域の人たちが支え合うと。ただ、

今皆様がお話しされたような地域の人たちがライバルであったり、監視であったり、足

を引っ張ったり、傷つけ合ったりということも現に起こっているので、そういうところ

に支援や第３者が入れる仕組みをつくるのが一番大事です。それは、やっぱり地域の人

たちだけではなくて、こういった支援者であったり、企業であったり、いろんな人たち

が家族に入り込めるような、そういう仕組みだと思います。仮設住宅から出られない人

の声からは、何年たっても、もう自分がきっと最後だと思う、あのとき助からなければ

よかったという声まで出てきてしまって、また自殺念慮の方もまだまだいらっしゃるの

です、せっかく助かったのに。そういう人たちがきちんと救われるような仕組みをつく

ることが大事で、回復した人たちはどんどん元気になって、支援される側からする側に

回っていけばいいと。ただ、まだまだ難しい。避難者岩手、宮城、福島のデータを見る

と、岩手の人たちはずっと我慢しているのです。県外に避難した人たちの３県の状況を

聞いても、福島の方たちは戻れないのはわかっているけれど、戻りたいと言って怒りが

ある。岩手の人たちは、何か避難先で問題が起こると岩手に帰りたいと思うのだそうで

す。しかし少しすると、解決しなくても周りに心配をかけないよう、やっぱりここの避

難先で地域の人と生きていこうとして、地域の人と一生懸命溶け込もうと頑張っている

のだそうです。岩手の人たちはまだまだそういう声を出すことはハードルが高く、まだ

まだ苦手なので、ぜひそういう仕組みをつくる。家族の中でも言えないので、家族にい

ろんな人たちが入っていく仕組みをつくって、二極化の良くなっていない層を何とか酌

み上げる。それを一番言えないのは子どもたちです。そして、その周りにいるのがお母

さんやお父さんなので、そういう人たちへきちんと行政の支援だとか、ある制度を使え

るようにつくっていくことが一番大事ではないかなと思います。新しくできた困窮者支

援もそうですし、女性と子ども地域コミュニティ、社協さんたちとももうちょっとそう

いったことをつながっていけるような仕組みを整えていただけたらいいなと思ってい

ます。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

  それでは、よろしいでしょうか。皆さんから結構たくさんの意見が出てまいりました

ので、改めてまだまだだなと皆さんが思っているというのだけは感じていただけたのか

なと思います。是非27年度は被災者に寄り添った生活の再建というのを掲げられていら

っしゃるようですので、ここのところは本当に皆さんの心に寄り添った形での取組がな

されることを委員のみんなが期待しているということだと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  それでは、次の議題に移らせていただきたいと思いますが、岩手県人口ビジョンと岩

手県ふるさと振興総合戦略についてご説明をお願いいたします。 

○高橋政策地域部政策推進室政策監兼ふるさと振興監 政策推進室政策監兼ふるさと振興

監の高橋と申します。どうぞよろしくお願いします。 

  昨年11月にまち・ひと・しごと創生法という法律が施行されておりますが、この法律

では地方自治体にも国の総合戦略を勘案した地方版総合戦略を策定するよう努力義務

が課されておりまして、本県では本年10月中に策定を目指して現在取り組んでおります。

また、県内の全市町村は年度内策定予定としておりまして、半数以上は10月までに策定、
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沿岸の12市町村でも早いところは９月、半分は10月までには策定するというふうに取り

組んでいると伺っております。 

  それでは、まず岩手県人口ビジョンの素案について、資料３―１でご説明いたします。 

本県人口ビジョンについては、まず本県における人口の現状を分析し、今後の人口の

展望を示すもので、2040年及びその先の超長期的な展望を示すものとして策定を進めて

おります。 

  資料は、人口ビジョンの素案として取りまとめたうちの本県における人口の展望につ

いて、その全体を表したものでありますが、初めにその前提となります本県の人口の現

状等について、別資料により簡単にご説明したいと思います。 

  恐れ入りますが、資料３―２のビジョン本文になりますが、４ページをお開き願いま 

す。 

図３は、本県の人口の自然増減の推移でありますが、ちょうど丸のところ、折れ線が

交差しております1999年に出生数と死亡数が逆転してからは、ずっと自然減が続いてお

ります。今後も死亡数は一定数が見込まれるため、この傾向はしばらく続くものと思わ

れています。 

  また、この出生数減少の原因として、下の図４が表します出生率の低迷と女性人口の

減少にあると言えます。先月に公表されました昨年の本県出生率は1.44と、前年に比べ

0.02ポイント低下しております。女性人口についても、1960年、昭和35年を100とした

場合に、直近で全国は100を超えておりますが、本県は60％程度まで減少しております。 

  次に、社会増減の推移について、７ページにお進みいただきまして、図12をごらん願

います。本県では、県外転出者が県内転入者を上回る社会減が一貫して続いております。 

  また、下の図13は有効求人倍率など、地方経済の状況が社会増減に大きく影響を与え

ることを示しております。 

  さらに、本県の大きな特徴としましては、若者の社会減が大きいということがありま

す。８ページの図14をごらん願います。この大きく落ち込んでいるところ、18歳、22歳

前後での社会減が大きく、進学期、就職期に当たるものでありますが、若者の希望に合

った就職先の確保が社会増減に影響を与えていると考えています。 

  それでは、資料３―１にお戻りいただきまして、左側をごらんいただきます。ふるさ

と振興の展開についてでありますが、この本県の課題等を踏まえまして、国の長期ビジ

ョンを加味しつつ、人口減少に歯止めをかけていくために必要となる政策の基本的な考

え方をあらわしたものでありまして、人口減少を引き起こす生きにくさを生きやすさに

転換していくとともに、国による東京一極集中の是正に呼応して、本県の特性を生かし

ながら岩手への新たな人の流れを生み出すふるさと振興を積極的に展開していこうと

するものであります。 

  また、この政策によって本県の将来における一定人口を確保しつつ、国の目指すべき

将来の方向の実現にも貢献し、さらに超長期的な人口増の可能性も視野に入れていくよ

う考えております。 

  次に、ふるさと振興を進める３つの柱として、ごらんの３点を掲げております。１つ

目は、本県人口の社会減が進学、就職期に特に大きくあらわれている一方で、現在の有

効求人倍率は1.0を超えている状況の中、なお県外転出が超過している現状を踏まえた
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ものであります。沿岸企業のカイゼンの導入など、本県において進化しようとする企業

の取組ですとか、チャンレンジできる環境を生かしてやりがいや相応の賃金が得られる

仕事、質を伴う雇用を確保し、岩手に向かう人の流れを生み出すことが必要と考えてい

るものでありまして、社会減の食いとめに対応する施策となっております。 

  ２つ目は、出生率が低迷し、出生数が減少を続ける現状を踏まえまして、若い世代が

生き生きと仕事をし、楽しみながら子育てをすることができるよう、働きにくさや結婚

しにくさ、子育てしにくさの解消を図ることが重要であります。最新の全国調査では、

本県での３世代同居率ですとか、夫の家事従事時間は全国でも上位にありまして、こう

した家庭環境や本県の豊かな自然や安心、安全な食などの子育て環境を生かした取組を

進めながら出生率の向上を図っていく必要があると考えるものであります。 

  ３つ目は、このような社会減、自然減をとめることに加えまして、医療、福祉や文化、

教育など、ふるさとを支えるための基盤の強化が重要であり、本県が持つ社会環境や文

化資源等を生かして地域の魅力を高めていく必要があるということでございます。 

  また、こうした３つの柱を実現するため、ごらんのような10の基本姿勢というものを

掲げておりますが、時間の都合により詳細の説明は省略させていただきます。 

  次に、このようなふるさと振興により描きます本県の将来像が、資料右側に掲載した

人口の展望であります。グラフをご参照の上、上の箱囲みをごらん願います。箱囲みの

１点目について、本県では社会減が続く限り、将来にわたって人口減少が続くことがい

ずれの人口推計からも明らかでありまして、２点目のとおり人口減少に歯どめをかけ、

赤のグラフ線が示すように、2040年に100万人程度の人口を確保しようというものであ

ります。これは国の長期ビジョン、総合戦略も踏まえまして、本県の社会増減を2020年

以降ゼロとし、出生率については2030年に1.8、2040年に2.07まで向上するとして推計

したものでありまして、この状態が続けば2110年ごろには本県人口は80万人程度になる

と見込まれるものでありますが、さらにこの資料の一番下、点線で囲みますように、仮

に本県の出生率が人口置換水準を上回って改善した場合には、人口は2095年ごろに上昇

局面を迎える可能性もありまして、こうした超長期的な人口増の可能性も視野に入れて、

今後ふるさと振興を進めていくよう考えるものであります。 

  終わりに、グラフ下の箱囲みは、このようにして総人口の確保、人口構造の若返り等

を迎えた本県の将来像を主に描いたものであります。 

  次に、岩手県ふるさと振興総合戦略の骨子案についてご説明いたします。資料４―１

をごらん願います。本県ふるさと振興総合戦略は、都道府県まち・ひと・しごと創生総

合戦略でありますが、本県独自の名称としまして、表題の下にあるように、ビジョンを

踏まえ、ふるさとを振興し、人口減少に立ち向かうための基本目標を定めるとともに、

今後５年間の主な取組方向や具体的な施策、数値目標等を示すものとして策定するもの

であります。 

  それでは、資料の１の基本目標についてですが、まず総合戦略の基本目標としまして

は、先ほど申しましたビジョンに掲げたふるさと振興の３つの柱を据えることとしまし

て、基本目標に設定することとされている数値目標につきましては、赤の点線による囲

みのとおり、それぞれ施策推進目標として設定することとしました。 

  １つ目の柱に対しましては、若者の仕事や移住に関する願いに応え、県外への転出と
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県内への転入を均衡させる社会増減ゼロを目指すよう設定してみたところであります。 

  なお、目標年次は国の総合戦略と同じく2020年、平成32年とするものであります。 

  また、２つ目の柱に対しては、出生率に関する数値目標が考えられるところでありま

すが、人口ビジョンでは2040年に2.07となるよう展望しておりますが、総合戦略は５年

間の目標でありますため、出生率の向上を目指すという定性的な目標設定にとどめてお

ります。 

  また、３つ目の柱に関しては、目標の達成状況を的確にあらわす代表的な指標という

ものが見当たりませんことから、願いに応えられる豊かなふるさと岩手をつくり上げる

という、やはり定性的な目標としてみたところであります。こうしたものの評価に際し

ては、さらに具体的な施策に設定することとされている重要業績評価指標、ＫＰＩと呼

ばれるものでありますが、これを活用して評価するよう想定しております。 

  なお、この目標、その右横には国を挙げた取組が期待されることとして、社会減対策、

自然減対策について記載しておりますが、こうした対策は地方だけではできないことか

ら、国に対して必要な政策や財政支援等を提言していくよう考えているものであります。 

  ここまでで、総合戦略の具体的な数値目標は、５年間で社会増減ゼロを目指すという

ことになりますが、本県の社会増減の状況は、本日初めにごらんいただいたとおりであ

りまして、今後若い世代の社会減対策を取り入れた、特に若い女性の社会減をどう止め

るかを第一に考えていく必要があるかと思います。 

  本日は、庁内各部局も出席しておりますので、こういった点についてもぜひ女性参画

推進委員会の皆さんからたくさんのご意見を頂戴できればなというふうに思っており

ます。 

  また、そのほかには移住、定住を希望される方々にどう応えていくかということがあ

りますし、さらに国では都会から地方に移住した高齢者に必要な医療、介護サービスを

提供する、いわゆる日本版ＣＣＲＣ構想の検討も進められているところであります。 

  ビジョンを踏まえまして、こういったこともさまざま考慮しながら、今後の目標達成

のために有効な取組を戦略に盛り込んでいくものでありますが、次の２の総合戦略の展

開については、資料４―２の冊子をごらんいただきます。この資料に掲載しました具体

的な取組内容については、本年３月に取りまとめました人口問題に関する報告をベース

に戦略策定の議論のたたき台として取りまとめたものでありまして、今後有識者会議な

どでこのような機会もいただきながら広くご意見をいただき、県民参加の取組となるよ

う内容を充実させていきたいと考えてございます。 

  例示としまして、20ページの就労、出会い、結婚、妊娠・出産の支援をごらんいただ

きます。この分野においては、出生率低迷の原因ですとか、結婚を望む若者への支援の

必要性、出産に対する地域における妊産婦ケアですとか、パートナーの育児参加の影響

といったものを現状と課題として整理し、そのための取組を21ページから掲載しており、

その取組のそれぞれにＫＰＩを設定することとしております。例えば３つ目の結婚支援

の強化に関しては、新たに設置する結婚支援センターの会員数を指標として設定するよ

う考えているところであります。 

  なお、今回示しておりますＫＰＩは、現時点で想定しているものでありまして、さら

に指標、目標値の設定を検討の上、８月初旬に出します素案において掲示したいという
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ふうに考えるものであります。 

  また、少し戻っていただきまして、10ページをお開き願います。ごらんのとおり県民

総参加の取組として、地域経営の考え方に基づいて今後各主体の役割を施策分野ごとに

盛り込むよう掲げております。 

  さらにまた、資料４―１にお戻りいただきまして、下のほう、３の総合戦略の推進体

制と評価というところでありますが、設定しましたＫＰＩについては毎年度評価を行い、

施策の見直しを行いながら進めていくよう考えておりまして、その横にあります今後の

検討内容のとおり、県民総参加の推進体制ですとか市町村との協働体制、そういったも

のとあわせまして、ＰＤＣＡサイクルの徹底等について検討を進めることとしておりま

す。 

  資料の説明は以上でございます。人口の展望ですとか、具体的な取組や目標等につい

て、この機会にご議論いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

  それでは、皆さんのほうから人口ビジョンとかふるさと振興総合戦略について、被災

地は課題先進地とも言われておりますので、このような課題を被災地から解決していく

という姿勢が問われてくるのかなと思いましたので、皆さんからご意見伺いたいという

ことだと思います。よろしくお願いいたします。 

○長野えり子委員 重要業績評価指標ということで、ＫＰＩ、ＫＰＩといっぱい出てきま

したけれども、何割とか何パーセントというのは、これからアクションプランみたいな

形で出てくるということで考えていいのでしょうか。 

○高橋政策地域部政策推進室政策監兼ふるさと振興監 具体的な数値目標を入れているも

のでございます。 

○長野えり子委員 そうしますと、今見せていただいているたたき台のところのこのＫＰ

Ｉの数字は、すごく大事な数字ですよね。どんな感じで実際に入れていくのかなと、ま

だ想定の状態ですけれども、そういうアクションを起こして数値目標を立てるというの

はすごいことだと思うのです。いいと思うのですが、設定する数値はどんなものを想定

しているのでしょうか。 

○高橋政策地域部政策推進室政策監兼ふるさと振興監 基本的には、アウトカム指標、成

果についての指標を設定しますし、そういった指標が難しい場合にはアウトプット指標

ということで、どういったような活動をしたかといったような指標を設定するというこ

とで、いずれ端的に評価できるように、全てについて何らかの指標、ＫＰＩを設定する

ことを前提で進めております。目標値の立て方等については、本当に目標みたいな形に

なるような、あるいはトレンドがあって達成できそうなものになってくるのか、それは

いろいろこれから議論して進めていきたいと思っています。 

○長野えり子委員 前回のときに、医療の問題で岩手県内の子供たちが医療を受けられる

ための自然減対策としても、医療費の助成の一律化ということなどを申し上げましたが、

こういうものもきちんとした形で実現していただきたいと思います。 

○菅原悦子委員長 あとは、皆さん何かご意見ございませんか。これまだたたき台の段階

で、パブリックコメントに出しているのでしたか。 

○高橋政策地域部政策推進室政策監兼ふるさと振興監 はい。 
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○菅原悦子委員長 ということだそうですので、今日ここでご意見がなかなか出にくい方

は、パブリックコメントに出していただいても結構かと思いますが、今集まって見てい

ただいたところでお気づきの点がありましたら、ぜひご意見を言っていただければと思

います。 

○兼田昭子委員 資料４―１の人口ビジョンに掲げる３つの柱の中の「やりがいと生活を

支える所得が得られる仕事を創出し」とあり、この資料を見ていくと、具体的に新しい

仕事の創出といったときに、岩手県ではどんなことを考えているのかなというのと、も

し被災地に焦点を当てるとするとどういうふうな仕事を考えていらっしゃるのかなと

いうことをちょっと確認したいと思います。この資料を見ていけば、この辺は５ページ

のあたりかな、４ページのあたりかなとかと思うところがあるのですけれども。 

○菅原悦子委員長 具体的なイメージはありますかということだと思います。 

○高橋政策地域部政策推進室政策監兼ふるさと振興監 現在のこのたたき台におきますと、

ちょうど資料の３ページのところ、資料４―２、３ページに商工業・観光産業の振興、

雇用の創出という落とし込みがございますが、こういったところで、ページをめくって

いただきまして、５ページ、主な取組内容の柱立てとして雇用の受け皿となる地場産業

の振興というものですとか、次のページに参りまして、伝統工芸産業の振興、次世代に

つながる新たな産業の育成、被災企業の再建支援、これは被災地向けのことになります

けれども、あるいは次のページには若者、女性などの創業支援の充実でありますとか、

そういったものについてこういった取組を設けていきまして、こういった取組ごとにＫ

ＰＩを設定して達成状況を見ていくというようなことを考えております。 

  こういったことで、これからもいろいろ10月までの間に具体的なものをもっと盛り込

むというところでご理解いただきたいと思います。 

○両川いずみ委員 この問題は答えがなくて、余りにも大きくて、希望とか理想の話はで

きるのですけれども、簡単ではないなと。けれども、理念とすると、やっぱり地元に生

まれ育って、できれば地元で魅力ある大学に入って将来性が見えるようなものの流れが

できていけばいいだろうということと、それから結婚のことも、ちょっと今子どものこ

ととか見ていると、実は育ちのところの愛着というのは、こんなところもやっぱり大き

く影響しているのではないかと。それが、異性に対してなかなか愛着を持つということ

もできていない人ももしかするとあるのかもしれない。簡単にこれがいいとか、あれが

いいということはないけれども、自分の場所でできることを少しずつやって、あとは地

元を愛する気持ちを教育の中で持ちながら、親としても東京のいい大学に行って、いい

職業につけばいいのだろうという目標値をちょっと考え直さなければならない時代で

はないかなと思っているので、これが戦略に入るかどうかというのは別ですけれども、

親としての気持ちとか、今実際やっているところの感想でした。 

○髙橋弘美委員 コミュニティが大事で、コミュニティがあれば農林水産業振興があり、

要するに頑張ろうという気持ちになるので、若者が担い手として出てきて、今農業が大

変ですけれども、逆に言えば農業をして食べていこうとする人もいるのではないかとい

うことで、以前申し上げたのは、資料４―１の下のほうの３番、総合戦略の推進体制と

評価のところで、私は市町村との協働体制の強化が一番大事ではないですかというお話

をしたのですが、早速地元に帰っていろんな方々の本当の意見を聞いてやってください
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と、実際に本当に働いている方の意見というのがすごく重要なので、それを話ししまし

たら、早速一歩前進したみたいな話を聞きましたので、今後とも農林水産の農の部分に

ついて申し上げますと、足を運んでいただいて、現場は本当にやる気になっているとい

うこと、そして支援を求めているということを肌で感じていただきたいと思います。机

上の話ではなくて、実際足をどんどん運んでくださいということを、よろしくお願いし

ます。 

○山屋理恵委員 人口ビジョンというところなので、人がどうすれば増えるかということ

だと思うのですけれども、そうなったときにここの資料３―１のふるさと振興の展開の

一番左上の人口減少は“何々にくさ”とあります。この「にくさ」というのは私の一番

大事なことで、それはやはり性別、役割分業意識です。これは男だからこうしなければ

ならない、子育ては女だよねという、そういう縛りがやはりこの全ての「にくさ」にか

かわっています。なので、例えば重機の操作などは、今女性の人が少しずつ出ています。

実は、その人たちのほうが細やかなので、注意力もあって、物事がすごく順調に進むと

いうこともありますし、あと保育士さんなんかは男の保育士さんがとても元気に子供た

ちと遊ぶとか、今そういった「にくさ」は全て役割分業意識を壊したところから始まっ

ています。なので、ここの全てのところ、男だから女だからこれだよね、あと、男だか

ら稼がなければならないとなると、この非正規雇用の世の中では結婚は無理です。そん

なときに、２人でそれぞれできることを担おうねという、そういう役割を少し緩めたり

なくしたりすることが全ての人口の減少の歯止めにかかわることだと思うので、ぜひそ

ういったところを入れた施策に取り組んでいただきたいです。 

若い人たちは柔軟です。私たちの年代以上の人よりは、若い人たちは今とても柔軟で、

素直で、ではやってみようと思うのです。なので、そこに期待をしてやっていけたらい

いなと思うので、この「にくさ」は全て役割分業という意識、それで私たちはこれを今

なくするのだ、やれる人がやってみようというふうなことを入れていけば、岩手は誰も

が住みやすい地域になると思うので、そういったところをここに入れていけばいいので

はないかなと思います。 

○盛合敏子委員 この問題については、国も将来的に女性に頼らざるを得ない時代が来る

ということで、私たちこの資料を見るとこれから何十年後、25年後とか、さっきは60年

後とかとあったけれども、高校生は進路的なことは決まっていると思うので、今の小学

生、中学生、高校生はもう大体進路は決まっているので、小学生、中学生に対して、岩

手に何が足りないかとか、どうやったら岩手に住みたいとか、何が欲しいとかというよ

うなことも、まず聞いたほうがいいと思います。自分は将来的にどうしたいかと。もし

東京に行きたいなら、東京と岩手とは何が違うかとか、私たちに聞いてもだめだと思い

ます。今の小学生、中学生に聞いたほうが早いと思います。将来に残る施策にしないと

だめです。立派なビジョンを作っても果たしてそのとおりの成果が出るとは限らないと

思います。話は違うと思いますが、男女共同参画の実現についても、何年も経ているの

に未だに成果を実践していないのが現実です。 

だから今、小学生や中学生にきちんと聞いてほしいと思います。 

○菅原悦子委員長 よろしいでしょうか。最後、かなり厳しいお話が出ております。机上

の空論にならないようにしていただきたいと皆さんおっしゃっていますので、ぜひ関係
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の方たちから十分に意見を聞いて作っていただければと思います。 

  それでは、申しわけありません。ちょっと時間押していますので、次の話題に移らせ

ていただきたいと思います。三陸復興・振興方策調査についてということで、事務局か

らよろしくお願いします。 

○石川復興推進課総括課長 それでは、三陸復興・振興方策調査につきましてご説明申し

上げたいと思います。 

  お手元の資料５―１をご覧ください。三陸復興・振興方策調査につきましては、前回

３月16日の本委員会の際にも概要を説明しましたので、１の趣旨、２の調査内容につき

ましては、説明を省略させていただきたいと思いますが、２の調査内容の③、復興・振

興方策のテーマということで、アの産業復興策、イの交流・定住人口の増加策、ウの女

性・若者による地域コミュニティの再生策などを掲げ、現在検討を進めているところで

ございます。 

  ３の進め方でございますけれども、（１）に記載のとおり県の復興委員会や各専門委員

会のご意見を頂戴しながらまとめていきたいと考えております。 

  また、（２）、関係者のヒアリングということで、①、②、③とございますが、①のと

ころ、現在、沿岸の市町村長の皆様にヒアリングを行っておりまして、今後は地域のキ

ーパーソンとして活躍されている方、またさまざまな地域で活躍されている方々のお話

も伺っていきたいと考えております。 

  裏面をご覧ください。関係者へのヒアリングの一環としまして、産業、観光、コミュ

ニティ、各分野の専門家の皆さんからのお話を聞きたいと考えております。産業分野で

は、キリン株式会社絆づくり推進室の野田室長様、観光分野では株式会社ＪＴＢ旅行事

業本部の毛利部長様、それからコミュニティの分野では社団法人中越防災安全推進機構

復興デザインセンターの稲垣センター長様、こういった方々から、いろいろご助言をい

ただきたいと考えております。 

  （３）の先進地事例調査でございます。これはヒアリングと並行して行いたいと考え

ておりまして、１回目は今月22、23日の両日、宮城県の女川町周辺、それから２回目に

つきましては新潟県の長岡市周辺に行きたいと考えております。 

  （４）の岩手県沿岸市町村復興期成同盟会との連携でございますが、これまでこの期

成同盟会、復興支援に係る国への要望ですとかが主な活動内容でございましたけれども、

先月この同盟会の会合が開かれまして、三陸沿岸の広域連携の方向性を検討したいとい

うことで、沿岸市町村、それから県によるワーキンググループが立ち上がったところで

ございます。目的としては、我々の調査事業と重複する部分も多いことから、特に情報

交換、意見交換をしていくこととしてございます。 

  ４の今後のスケジュールにつきましては、これまで申し上げた内容を落とし込んだも

のでございます。これを今年１年間かけて取り組んでいきたいというものでございます。 

  続きまして、資料５―２をご覧ください。表の面でございますが、交通ネットワーク

の整備による今後の環境変化についてまとめたものでございます。高規格道路が整備さ

れますことにより、沿岸の地域同士、あるいは沿岸と内陸、あるいは首都圏、仙台等へ

の時間短縮、距離が短縮することによりまして、産業振興、あるいは救急医療などの面

で大きな変化が起こる可能性があると考えております。 



 22 

  あわせて、宮古港と室蘭港を結ぶフェリー航路、こういうお話も出ております。こう

いったものからいきますと、これも産業振興につながっていく、あるいは三陸鉄道によ

る大船渡から久慈までの一貫経営といったものも実現することになりますものですか

ら、こういったことに伴いまして生活圏域の拡大、あるいは復興人材の増大、そういっ

たものへの期待についても記載しております。 

  この資料の裏面をご覧ください。こちらではこうした環境変化を踏まえまして、大き

なテーマとしては産業、観光、コミュニティという３つのテーマで見たときにどのよう

な影響があるのかを左側のところにまとめております。施策の方向性、まだ仮説ではご

ざいますが、そういったものは右半分にまとめております。 

  左側の求められる効果、あるいは懸念される影響につきましては、詳細の説明は省き

ますが、右側の施策とつながるような、あるいは課題等につきまして、それを解決でき

るような方向ということで、右の施策をまとめたいと考えております。 

  右側の重要と考える視点でございますが、一番上段、産業面では時間距離の短縮効果

を最大限発揮できる産業の強化、あるいは地域の商業の活性化、中段の観光面では観光

プラットホーム機能の強化、さまざまな観光ニーズへの対応、一番下の段でございます

が、コミュニティの面では多様な人材の確保や活用、生活圏域の拡大に伴うサービスの

見直しや新しい仕組みづくり、こういったものを掲げております。 

  そして、一番右側の列、こちらでは三陸の復興、振興につながる施策例として、現在

検討中のものを列挙しております。例えばピンク色の１段目のところでございますが、 

産業面として、地域の商品の魅力向上対策や販路拡大策、中身としては地域の農林水産

業や食といった食産業による観光の魅力づくり、あるいは地域の空き家や空き店舗など

のイノベーションといったようなことが必要になるものと考えております。こうした取

組につきましては、産業、観光、コミュニティのいずれにも関わりますことから、そう

した横断的に取り組む施策には星印をつけてございます。 

  中段の観光面でございますが、観光資源の魅力の向上に向けた連携やマネジメントの

仕組みづくり、あるいは個人、少人数旅行、外国人観光客を含めて多様な観光ニーズに

対応した受け入れ態勢づくり、それからやはり他の地域の観光資源との差別化を進める

取組、こうしたものを検討していきたいと考えております。 

  また、下段のコミュニティの面でございますが、地域の産業や文化活動を維持、活性

化する高度人材の確保、若者、女性を活用した地域づくり、あるいはひとり暮らしのお

年寄りへの全面的な支援を確保する仕組み、こうしたものを検討していきたいと考えて

おります。 

  本日お示しした資料は、施策としては具体性に乏しいレベルでございますけれども、

本日委員の皆様からのご意見を頂戴しながら年度末の取りまとめにつなげていきたい

と考えております。 

  以上、説明を終わります。 

○菅原悦子委員長 三陸復興・振興方策等について、これから、これらの考え方に基づい

て調査をするということのようですけれども、皆さんから何かご意見、ご質問等を述べ

ていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○瀬川愛子委員 この前聞いたことなのですが、内陸に向かって、例えば盛岡とか花巻に
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時間短縮には確かになっています、この道路ができることによって。沿岸を結ぶのに時

間がかかるということを聞いてまいりました。その辺の方策とか、そういうのはどうな

のでしょうか。例えば久慈から宮古にこの前来たのですが、その場合も非常に時間がか

かって、渋滞で大変だったというお話を聞いています。その点伺いたいと思います。 

○石川復興推進課総括課長 資料５―２の表側をご覧ください。地図の右上のところに、

仙台市と八戸市の間が約４時間25分、今の時間に比べると約３時間近く短縮になる見込

みです。現在、沿岸地域では縦貫道路といいますか、高規格道路と自動車専用道を盛ん

に建設中でございまして、こうしたものが完成した後には、かなり物流面をはじめ、い

ろいろな面で変わってくるだろうと。それを見越した形で何ができるのか今から考える

というのがこの調査事業の趣旨の一つでございます。 

○菅原悦子委員長 あとはいかがでしょうか、皆さん。では、私から。 

いろんなキーパーソンから意見を伺うと書いてあるのですけれども、どうしてもキー

パーソンと言いますと、やっぱり男性中心に、パーソンと書いてあるのですから、キー

マンではないので、ぜひキーウーマンもたくさんいらっしゃると思いますので、人選に

当たってバランスを考えていただきたいなと思います。 

  先ほどから出ていますが、今回こういう女性が集まって話をしていると同じように、

この振興方策についてもぜひそういう視点で進めて欲しいと思います。専門アドバイザ

ーを見てみましても、もうそういう地位につかれている方は、こういう方たちになって

しまいますので、そうなってきますとやっぱり、皆さんから出ているような本当にきめ

細やかなお話とか、表には出てこない話が出てこない可能性がありますので、ここはキ

ーパーソンというのは特にこういう肩書きにはこだわっていないと思いますので、適切

な人選をしていただいた上で、ヒアリングをきちっとしていただいて、皆さんの意見が

反映できた調査結果になっていただきたいと思います。 

○石川復興推進課総括課長 この調査報告がもう少し固まってきた段階で委員の皆様から

再度意見を伺いたいと考えておりますし、今お話しがございました地域で活躍されてい

るキーパーソン、あるいは県内で活躍されている方々、できるだけいろんな方のお話聞

きたいと思っておりますので、この人の話を聞いたほうがいいといったことがあれば、

ぜひご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ちょっと時間も、また機会があるということですので、考えていただくと

して、次の議題に移らせていただいて、資料６―１、27年度の本委員会の取組について、

事務局からご提案をお願いしたいと思います。 

○石川復興推進課総括課長 それでは、続きまして本委員会の平成27年度における取組に

つきまして、ご説明申し上げたいと思います。 

  まず、お手元の資料６―１をご覧ください。こちらは、前回３月16日に開かれました

委員会におきまして、委員の皆様から頂戴した主なご意見、それから現在の状況をまと

めたものでございます。 

  １につきましては、本委員会におきまして勉強会を開催してはどうかといったような

ご意見を頂戴しております。今年度は、昨年同様現地調査を行いますけれども、それと

は別に委員会に有識者をお招きしまして、講演、それから意見交換を行いたいと考えて
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おります。 

  続きまして、２番目でございますが、なりわいワーキング関係の報告につきまして、

しっかりとした裏づけ、あるいは根拠を明確にしてほしいというご意見を頂戴しました。

こうしたことから、なりわいワーキングの議論につきまして、今後またご報告申し上げ

たいと思いますけれども、議論を行った際の各種データ等もあわせて提出させていただ

きたいと考えております。 

  また、本委員会あるいはなりわいワーキングにおける議論を深めるためにも、復興意

識調査、これ今年２月に実施したということを先ほどお話し申し上げましたけれども、

これをさらに男女別、地域別のクロス集計、こういったものも行いたいと考えておりま

すし、本委員会における現地調査等を行いながら復興の状況について、共通の認識が持

てるように取り組んでまいりたいと考えております。 

  それから、３番目。なりわいワーキングの調査が何らかの形で次につながるものにし

てほしいというご意見がございました。これにつきましては、この後資料６―２でご説

明させていただきますけれども、なりわいワーキングの議論を委員会での審議の参考に

していただく、あるいは先ほどご説明しました三陸復興・振興方策を策定する際の論点

とさせていただく、それからいわて男女共同参画プランを改定するときの参考にさせて

いただきたいと考えております。 

  続きまして、２枚目の６―２という資料をご覧いただきたいと存じます。平成27年度

における取組について（案）という表題が書いている資料でございます。今年の予定と

いいますか、事務局案でございますけれども、まず１の女性参画推進専門委員会、この

委員会でございますが、今年度は委員会を３回、現地調査を１回実施したいというふう

なことでございます。本日の委員会でございますが、本日いただきましたご意見につき

ましては、来週14日に開催いたします第16回復興委員会に報告させていただきたいと考

えております。 

  また、２つ目の丸のところでございますが、現地調査、これは９月から10月ごろに実

施したいと考えております。調査先などに関しては、今後調整させていただきたいと思

いますが、委員の皆様からご助言をいただきたいと存じます。先ほど髙橋委員さん、こ

ういったところというお話もございましたので、ぜひお話を頂戴できればなと思ってお

ります。 

  第４回委員会でございますけれども、10月から11月ごろに開催したいと考えておりま

す。これは、先ほど申し上げました有識者によります講演、あるいは意見交換を行いま

すほか、先ほどご説明申し上げました三陸復興・振興方策について委員の皆様からご意

見を頂戴したいと考えております。また、いわて男女共同参画プランの改定に伴い、委

員の皆様による意見交換、これもあわせて行わせていただきたいと考えております。 

  次の丸、第５回委員会でございますが、来年３月ごろに開催したいと考えております。

ここでは、復興実施計画の進捗状況や来年度復興関連事業についてご報告をする予定で

ございます。また、委員の皆様からいただきました意見につきましては、第17回復興委

員会に報告させていただく予定でございます。 

  それから、なりわいワーキングでございます。２番のところでございますが、今年度

は今のところ２回程度開催したいと考えております。なりわいワーキングにおきまして
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は、やはり被災地における女性の就労をめぐる課題、あるいは幾つかの方策について検

討してございまして、昨年の取りまとめといいますか、重要方策についてはこの資料の

裏面に書かせていただいております。箱書きで参考１ということで、方策例１、２、３

というふうに書いているところでございますが、この方策例の範囲、かなり広うござい

ますことから、今年につきましてはこの中で優先度が高いと考えられるものについて深

堀りしてはどうかと、皆様と相談の上、具体のものを考えていきたいと思っております。 

  また、なりわいワーキングの主な意見につきましては、直近の委員会に報告させてい

ただきますし、そのことによりましてなりわいワーキングでの議論、あるいは意見とい

うものは今後の県の復興関連の施策、あるいは三陸復興・振興方策に生かされていくと

いったようなことを期待したいと考えております。 

  資料のご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

  今年度の本委員会の取組についての案を示していただいております。前回の委員会か

ら、残念ですけれども、なりわいワーキングはちょっと開催しておりませんので、議論

が進んでおりませんが、今年度さらに２回ワーキングを予定されていますので、その辺

で議論を重ねて、今年度中には本委員会に何か意見なり報告なりさせていただくという

ようなスケジュールになっているということかと思います。 

  皆さんから、特に何かこういう進め方とか、こういうところを今どこかに絞ったほう

がよろしいのではないかと、参考１のところをご覧いただきたいのですけれども、これ

までこのような事項について、重要だと言っているのですけれども、これらを限られた

時間の中で報告を上げていくのはなかなか難しいので、どこかにフォーカスしたらよろ

しいのではないかというような提案もございますけれども、まず皆さんから何かご意見

を伺ってと思いますが、いかがでしょうか。どうでしょう、今年度、特にワーキングに

入られているメンバーの方は、何かご意見はございませんか。 

  主に参考１のところをごらんいただきたいのですけれども、なりわいワーキングは今

特に話の中心にしていましたのは、被災地の社会的課題を解決するビジネスモデルとい

うあたりのところにフォーカスをして議論を重ねようとしてきたのですけれども、まだ

十分な議論までは至っていないかなと思っています。なかなか難しい内容ではあります

けれども、今後、せっかく途中まで話はしていますので、そのあたりを中心に、その近

辺の課題について検討するのもいいのではないかと私自身は思っておりますけれども、

どなたかご意見ございませんでしょうか。 

資料６―２の第４回のところを見ていただければ、先ほど説明していただいた三陸復

興・振興方策に私たちのワーキングが議論した内容を反映していただけるというような

ことを書いていただいておりますので、先ほど示していただいたこの三陸復興・振興方

策調査をして、どういう方向で進めていくのか。先ほど私がキーパーソンはいろいろい

ますよという話をした、その１つに私たちもしっかり入って、意見を出せるという仕組

みをつくっていただいているようですので、ぜひワーキングでもこういう方向で話を進

めていきたいと思います。 

  それから、もう一つがいわて男女共同参画プランの改定のところで、特出しに復興と

防災における男女共同参画というのが新たに岩手県は特別に項目立てをして計画をつ
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くるということになっているということですね。これについても、私たちの委員会で意

見をぜひ出していただきたいというのが県の考えということですので、４回の専門委員

会では、これらについて意見を皆さんからいただくことになるかなと思います。 

  いかがでしょうか、皆さんから何か。ぜひここは中心にやってもらいたいとか、ここ

に書かれていないような内容でも、こんなところもあるのではないかというご意見があ

りましたらお話ししていただければ、ここでちょっと方向性を決めていきたいなという

ふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

  どうですか、山屋さん。ワーキングメンバーの一人としては。 

○山屋理恵委員 すみません、まとまっていないですが、この方策調査の資料を見たとき

に、仙台が近いのだな、近くなるのだなということと、北海道も近くなるのだなと、人

口流出のことを考えたのです。しかし、買い物だって仙台に行くみたいなところは、逆

に岩手に来ればとなればいいのだなと思ったのです。 

今、日本で一番住んでみたいまちは吉祥寺と言われるではないですか。あそこは特に

大都市ではないのです。だけれども、住民の満足度が高い。適度に自然もあって、赤ち

ゃんとか子供がいっぱい歩いているのです。そして高齢者も。岩手は美しく、おいしい

ものも多く、もしかしてすごく可能性があるのではないかなと思っていました。そうい

うまちづくりは、きっと子どもと女性が住みやすいまちであって、自宅以外の居場所が

あったり、働くこと以外に行きたい場づくりが必要、あとは沿岸の人たちの気持ちをも

う一回ちゃんと聞きながら作っていくことだなと思っているので、何がとは言えないの

ですが、沿岸のすべての世代の人たちからの声を聴くことが最初ではないか。そういう

取組ををできたらいいなと思います。 

○菅原悦子委員長 そのほかは、何か皆さんから意見はないですか。 

  よろしいですか。それでは、ちょっと今皆さんからなかなか意見が出にくいようなの

で、参考１というのを見ていただきたいのですけれども、就労環境づくりについては、

なかなかワーキングで議論しても難しいところがあるかなと私自身は思いますので、こ

れらに関しては特にいわて男女共同参画プランのときに皆さんでこちらに意見を言っ

て反映をしていきたいと思います。 

  ワーキングとしては、今回三陸復興にかかわるところとしては、今、仕組みづくりと

か、仕事づくりとか、逆に仙台から人を呼んでこようという話だと思うので、起業支援・

生業支援とか、人口流出抑制・Ｉターン、Ｕターンの促進、こちらの２、３をワーキン

グとしては中心に議論させていただいて、この三陸復興の長期展望の方策については、

今までの議論をこのビジネスモデルの構築というようなことで話をしてきましたので、

それらを踏まえた上でこのような、大きくは２番と３番のあたりを中心に、ワーキング

では今までの議論も踏まえつつ、方策に盛り込んでもらえるものを私たちで少し考えて

提案をしていきたいと。そんなふうに思いますが、よろしいですか、そんな方向で。 

（異議なし） 

  そして、その他のテーマについては、男女共同参画プランを今つくられているという

ことで、意見を４回委員会のときに聞かれるそうですので、そのときにこの関係のこと

も含めていろんな意見を本委員会としてはお話をさせていただくというようなことで、

プランのほうはもちろんたくさん、上の１番にかかわらず、いろんな意見を申し上げる
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ことができるとは思いますけれども、そんな切り分けで、全てが重要なわけですけれど

も、全て重要だからといって全てできるわけではないので、少し切り分けをさせていた

だいて、進めていきたいと思いますが、そんな感じでよろしいでしょうか。 

 またワーキングを２回開催することになりますので、ワーキングのメンバーの方は、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、この議題についてはこんな方向で進めさせていただくということでご理解

をいただければと思います。 

 

３ その他 

○菅原悦子委員長 その他、何かありましたらということで。 

○福田禮子委員 済みません、時間がないところ。 

  昨年度復興庁から予算いただきまして、東北３県で仮設住宅の高齢者と保育所との「ほ

っこり食事プロジェクト」というのをやらせていただきました。ある程度３県とも非常

に好評だったということがありまして、復興庁からまた今年度も続けて、少し広げてや

るようにという予算がついたということで、日本栄養士会から委託を受けまして、私ど

も各県に３県でやらせていただくことになっております。まだ具体的にどの場所で、ど

の仮設住宅がやるというのは決まっておりませんで、これから県の担当課の係の方と一

緒に相談しながら決めていきたいと思いますので、また次やりましたらご報告できると

思います。いずれ27年度の事業にまた入りますということをご報告させていただきます。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

 では、その他、何かご発言、ぜひこの際という方はございませんでしょうか。 

○両川いずみ委員 子どもたちの遊ぶ場について、復興支援で作られた遊び場もなくなる

というふうなことも聞いていましたので、子どもの遊び場の確保はどうなっていますか。 

やっぱり今の子どもたちが18年後、20年後には地域を担っていくので、遊びというの

は子どもが育つ大事な環境ですし、そこをぜひ守っていただきたい。また、そういった

取組を行っている人に対する支援もあれば良いと思います。よろしくお願いいたします。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。 

○大友復興局副局長 答えになるかどうかわかりませんけれども、まだ小学校、中学校も

仮設の小中学校がありまして、グラウンドに仮設住宅が建っているというような状況に

ありますので、早く恒久的な住宅に移っていただいた後で、グラウンドを確保するとい

うのが一番大事だと思いますし、また市街地も今、土を盛ったりしておりまして、新た

な公園整備等もこれからさまざま検討されているので、環境は徐々によくなるかとは思

うのですが、いろんな意味でそういった土地利用とか、いろんなものがスムーズに進む

よう我々引き続き努力していきたいと思います。 

○菅原悦子委員長 そのほかは、皆さん。 

○長野えり子委員 歯科医師会の任期の関係で、きょうが最後の出席になります。次回か

ら新しい女性理事が参りますので、お世話になりましたということと、あと前回の委員

会のときに平賀委員が話していた女性の起業、起業された方がストレスを受けて、ちょ

っと精神的なものを抱えてしまったという事例が話しされたのをすごく思いまして、私

どもも女性歯科医師が全員起業家なのです。本当に一人でみんな頑張って雇用やら何や
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らやっています。やっぱりそういうときに、女性の会、ほとんど出席委員の方々もみん

なそうですけれども、そういう女性のネットワークを持っておられる方というのは、や

っぱり強いと思うのです。いろんな悩み、出産や、育児や、それこそ介護を抱えて仕事

をするという悩みを共有できる、そういう組織を持てるというのはすごく強いことなの

で、そういう組織に対して、そういう女性の組織に対しても県からどんどん応援してい

ただいて、できたらそういう活動がどんどんできれば、そしてその会だけではなくて、

上に対しての意思決定できるところに女性を置けるような、そういう会を、まだまだ男

社会ですので、そういう意味で頑張っているので、これからまた次、よろしくお願いし

ます。ありがとうございました。 

○菅原悦子委員長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

  それでは、本日の議論はこれで終わりたいと思いますので、進行を事務局にお返しし

たいと思います。 

○菊池復興局復興推進課推進協働担当課長 本日は長い時間ご議論ありがとうございまし

た。本日の委員会の概要につきましては、来週７月14日に開催いたします復興委員会に

おいてご報告させていただく予定としております。 

 

４ 閉 会 

○菊池復興局復興推進課推進協働担当課長 それでは、本日の委員会はこれをもちまして

閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。 


